
令和７年度 

愛媛県八幡浜・大洲構想区域地域医療構想調整会議 

 

日時：令和７年８月 26 日（火）19：00～ 

場所：八幡浜支局 ７階 大会議室 

                 

         

次           第 
 

１ 開会 

 

 

２ 保健所長あいさつ 

 

 

３ 議題 

（1）外来・在宅医療、介護分析の中間報告（医療対策課・日本経営） 

（2）病床数適正化支援事業について（医療対策課）（非公開） 

（3）地域医療介護総合確保基金事業に係る協議について（非公開） 

（4）その他 

 

４ 閉会 
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所属種別 ＮＯ 所属 役職 氏名（Ｒ７～Ｒ８年度） 委嘱期間

医師会 1 一般社団法人八幡浜医師会 会長 芝田　宗生
R7.4.1～
R9.3.31

医師会 2 一般社団法人喜多医師会 会長 大久保　博忠
R7.4.1～
R9.3.31

医師会 3 一般社団法人西予市医師会 会長 安食　研治
R7.4.1～
R9.3.31

Web出席

歯科医師会 4 東宇和歯科医師会 副会長 矢野　慎二
R7.4.1～
R9.3.31

新任
（欠席）

薬剤師会 5 一般社団法人愛媛県薬剤師会 八幡浜支部長 久世　和孝
R7.4.1～
R9.3.31

看護協会 6 公益社団法人愛媛県看護協会 地区理事 岡　君佳
R7.4.1～
R9.3.31

介護関係 7 愛媛県老人福祉施設協議会 副会長 矢野　憲司
R7.4.1～
R9.3.31

欠席

医療機関 8 市立八幡浜総合病院
経営管理者
　兼　院長 上村　重喜

R7.4.1～
R9.3.31

医療機関 9 市立大洲病院 院長 佐藤　武司
R7.4.1～
R9.3.31

新任

医療機関 10 喜多医師会病院 院長 齋藤　実
R7.4.1～
R9.3.31

新任

医療機関 11 大洲中央病院 院長 大久保　啓二
R7.4.1～
R9.3.31

医療機関 12 大洲記念病院 院長 清水　晃
R7.4.1～
R9.3.31

新任

医療機関 13 加戸病院 院長 加戸　秀一
R7.4.1～
R9.3.31

新任

医療機関 14 西予市立西予市民病院 院長 菊池　良夫
R7.4.1～
R9.3.31

市町 15 八幡浜市 副市長 菊池　司郎
R7.4.1～
R9.3.31

市町 16 大洲市 副市長 徳永　善彦
R7.4.1～
R9.3.31

市町 17 西予市 副市長 酒井　信也
R7.4.1～
R9.3.31

代理出席
（西予市生活
福祉部長）

市町 18 内子町 副町長 山岡　敦
R7.4.1～
R9.3.31

Web出席

市町 19 伊方町 副町長 菊池　隼人
R7.4.1～
R9.3.31

新任

保険者 20 全国健康保険協会愛媛支部 支部長 髙岡　浩
R7.4.1～
R9.3.31

Web出席

保健所 21 八幡浜保健所 所長 竹内　豊
R7.4.1～
R9.3.31

22 愛媛大学医学部附属病院 院長 杉山　隆 Web出席

23 地域医療構想アドバイザー 久野　梧郎 Web出席

24 地域医療構想アドバイザー 上甲　裕継 Web出席
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置き場
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愛媛県八幡浜・大洲構想区域地域医療構想調整会議 設置要綱 

 

（設置） 

第１条 八幡浜・大洲構想区域の医療提供体制を確保することを目的に、八幡浜・大

洲構想区域における地域医療構想の策定及び実現に向けた関係者との協議及び調

整等を行うため、愛媛県八幡浜・大洲構想区域地域医療構想調整会議（以下「調整

会議」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 調整会議では、次に掲げる事項について協議及び調整等を行う。 

(1) 地域医療構想の策定及び実現に関する事項 

(2) 構想区域内における医療提供体制の課題に関する事項 

(3) 医療計画に関する事項 

(4) その他目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 調整会議は、委員25人以内で組織し、委員は、各構想区域において次に掲げ

る者のうちから愛媛県南予地方局長が委嘱し、又は任命する。 

  一 郡市医師会の代表者 

  二 歯科医師会の代表者 

  三 薬剤師会の代表者 

  四 看護関係者の代表者 

  五 介護関係者の代表者 

  六 医療機関の代表者 

  七 保険者の代表者 

  八 市町の代表者 

  九 八幡浜保健所長 

  十 その他議長が必要と認めた者 

２ 調整会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

３ 議長は、調整会議を代表し、会務を総理する。 

４ 議長は、あらかじめ副議長を指名することとし、必要に応じて副議長がその職務

を代行する。 

（任期） 

第４条 調整会議の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（会議） 

第５条 調整会議は、議長が必要の都度招集し、これを主宰する。 

２ 議長は、必要に応じて調整会議に委員以外の者を出席させることができる。 

３ 議長は、必要に応じてワーキンググループを設置し、意見を聞くことができる。 

（代理出席） 

第６条 委員は、やむを得ない事情により調整会議に出席できないときは、代理者を

出席させることができる。 

２ 代理者は、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とする。 

３ 第１項の代理者は、委員とみなす。 

（事務局） 

第７条 調整会議の事務局は、愛媛県八幡浜保健所企画課に置く。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、愛媛県

南予地方局長が別に定める。 

 

 附 則 

この要綱は、平成 27 年６月 12 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 28 年 6 月 30 日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、令和６年９月２日から施行する。 
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愛媛県八幡浜・大洲構想区域地域医療構想調整会議 

救急医療体制に関するワーキンググループ設置要領 

 

 

 （設置） 

第１条 愛媛県八幡浜・大洲構想区域地域医療構想調整会議設置要綱第５条第３項の

規定に基づき、八幡浜・大洲構想区域における救急医療体制について協議・検討す

るためのワーキンググループを設置し、これを救急委員会とよぶ。 

 

（協議・検討） 

第２条 救急委員会は救急医療体制の充実を図るための方策などに関することについ

て協議・検討する。 

 

（組織） 

第３条 救急委員会は八幡浜・大洲構想区域の医師会、救急告示病院、市町及び八幡浜

保健所の委員によって構成する。（別表第１のとおり） 

２ 委員長は、愛媛県八幡浜保健所長をもって充てる。 

３ 委員長は、救急委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第４条 救急委員会は、委員長が必要の都度招集し、これを主宰する。 

２ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（代理出席） 

第５条 委員は、やむを得ない事情により調整会議に出席できないときは、代理者を

出席させることができる。 

２ 代理者は、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とする。 

３ 第１項の代理者は、委員とみなす。 

 

 （事務局） 

第６条 救急委員会の事務局は、八幡浜保健所企画課に置く。 

 

（その他） 

第７条 この規約に定めるもののほか、救急委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が救急委員会に諮って決定する。 

 

附 則 

この規約は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第 3 条関係） 

  市立八幡浜総合病院長 

  市立大洲病院長 

  大洲中央病院長 

  加戸病院長 

  喜多医師会病院長 

  大洲記念病院長 

  西予市立西予市民病院長 

  八幡浜市救急担当課長 

  大洲市救急担当課長 

  西予市救急担当課長 

  内子町救急担当課長 

  伊方町救急担当課長 
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2025年4月1日現在

種別 市町 施設名称 合計
高度急
性期

急性
期

回復
期

慢性
期

高度急
性期

急性
期

回復
期

慢性
期

休棟
再開予定

許可病床数
（一般+療養）

高度急
性期

急性期 回復期 慢性期 休棟 備考
高度急
性期

急性期 回復期 慢性期

市立八幡浜総合病院 310 0 223 0 0 0 246 0 0 8
254

(254 + 0 )
0 212 0 0 42

医療法人青峰会真網代くじらリハビリテーション病
院

120 0 0 120 0 0 0 46 43
89

( 0 + 89 )
0 0 89 0

宇都宮病院 120 0 0 0 120 0 0 0 120
120

( 0 + 120 )
0 0 0 120

医療法人広仁会広瀬病院 76 0 31 0 45 0 31 0 45
76

( 31 +  45 )
0 31 0 45

喜多医師会病院 213 0 175 0 38 0 54 105 40
199

( 159 + 40)
0 54 105 40

医療法人北斗会大洲中央病院 198 0 83 45 70 0 62 96 24
182

( 107 +  75 )
0 62 96 24

市立大洲病院 － 0 151 0 0 0 101 41 0
142

( 0 + 142 )
0 101 41 0

大洲記念病院 91 0 44 0 47 0 50 45 0
95

( 50 + 45 )
0 50 45 0

医療法人肱嵐会石村病院 75 0 0 0 75 0 0 0 22
22

( 0 + 22 )
0 0 0 22

西予市立西予市民病院 142 0 90 0 52 0 109 0 43
152

( 109 + 43 )
0 109 0 43

西予市立野村病院 120 0 120 0 0 0 60 0 0 R7.3病床廃止

三瓶病院 47 0 0 0 47 0 0 0 47
47

( 0 + 47 )
0 0 0 47

内子町 加戸病院 88 0 53 0 39 0 52 0 40
92

( 52 + 40 )
0 52 0 40

八幡浜市 矢野脳神経外科医院 19 0 19 0 0 0 10 0 0
10

( 10 + 0 )
0 10 0 0

医療法人社団池田医院 16 0 0 0 16 0 0 0 16
16

( 16 + 0 )
0 0 0 16

よしもとレディースクリニック 14 0 14 0 0 0 14 0 0
14

( 14  + 0 )
0 14 0 0

医療法人かわばた産婦人科 10 0 10 0 0 0 10 0 0
10

( 10 + 0 )
0 10 0 0

かどた医院 19 0 19 0 0 0 19 0 0
19

( 19 + 0 )
0 19 0 0 病床数適正化支援事

業活用予定

井関整形外科・皮膚科（旧名称：整形外科井関医院） 19 0 0 19 0 R3病床廃止

内子町 土居内科外科医院 19 0 0 19 0 0 0 0 19
19

( 19 + 0 )
0 0 0 19 病床数適正化支援事

業活用予定

伊方町 伊方町国民健康保険瀬戸診療所 19 0 0 0 19 0 0 19 0
19

( 15 + 4 )
0 0 19 0

大洲市 医療法人亀井小児科 6 0 6 0 0 R3病床廃止

大洲市 東大洲城戸眼科 19 0 19 0 0 R2病床廃止

大洲市 久保内科循環器科 19 0 0 0 19 R2病床廃止

八幡浜市 医療法人社団小泉産婦人科医院 19 0 19 0 0

大洲市 医療法人大洲ななほしクリニック 2 0 2 0 0

大洲市 医療法人緑風会神南診療所 19 0 0 0 19

内子町 社会福祉法人恩賜財団済生会小田診療所 10 0 0 0 0

1,829 0 1078 203 606 0 818 352 459 8 0 724 395 416 42 0

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 合計

0 1,078 203 606 1,887

0 818 352 459 1,629

0 724 395 416 1,535

59 486 693 443 1,681

病機能報告制度一覧表（許可病床による集計：病床機能報告が許可病床と差異があった医療機関は、許可病床に修正しております）

（2014年７月１日現在） （2025年必要病床数）（2025年（2025年1月時点の見通し））（2024年７月1日時点)

443

大洲市

西予市

有
床
診
療
所

大洲市

西予市

病
院

八幡浜市

59 486 693

〇１日平均患者数（一般病床と
療養病床の患者数の合計）
　1016.1人/日
※医療情報ネットより

〇基準病床数　1345床

2025年必要病床数

合計 1577 1681
1887 1637 1577

2014年報告

2024年報告

2025年予定病床数（2025年1月時点）

参考情報（八幡浜・大洲圏域）
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